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究開発段階にある原子炉は文部科学大臣となりま

す1）。最も古い申請書は、1959年 3 月16日に提出

された日本原子力発電株式会社の東海発電所の

「東海発電所原子炉設置許可申請書」です2）。

また、原子炉施設以外の加工施設や再処理施設

も申請が必要なことから「原子炉設置（変更）許可

申請書」以外にも「核燃料物質使用許可（加工事

業変更許可）申請書」「再処理施設設置承認申請書」

などの種類の申請書もあります。

３．原子炉設置許可申請書の構成と変更申請

原子炉設置許可申請書にはどのような内容を記

載するのか、原子力発電所の実用発電用原子炉を

例に見ていきます。

３．１　原子炉設置許可申請書の構成

原子炉設置許可申請書は「原子炉設置許可申請

書（本文）」（表１）とそれに付随する「添付書類」

（表２）で構成されています。本文には設置しよう

としている原子炉の基礎的事項が、添付書類には

１．はじめに

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け

て、原子力関連情報へのニーズが高まっています。

なかでも、事業者が国による原子力施設の安全審

査を受けるために作成する原子炉設置許可申請書

は、有用な一次資料です。しかし、作成部数は少

なく配布先も限定的されていて、一般の商業ルー

トには流通しない資料であることから、灰色の文

献の一つとも称されています。

２．原子炉の設置許可

事業者が原子炉及び原子力施設を設置しようと

する場合には「核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」）」

の第23条第 1項に基づき、所轄大臣に申請書を提

出し、許可を受ける必要があります。この申請書

を「原子炉設置（変更）許可申請書」と言います

（写真１）。

提出先となる所轄大臣は、原子力発電所の実用

発電用原子炉の場合は経済産業大臣、実用船用原

子炉は国土交通大臣、試験研究用原子炉および研

写真１　原子炉設置（変更）許可申請書（国立国会図
書館所蔵）

No 項 目 名

1 氏名または名称

2 使用の目的

3 原子炉の形式

4
原子炉を設置する工場または事業所の名称およ
び所在地

5
原子炉およびその付属施設の位置、構造および
設備

6 原子炉施設の工事計画

7
原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類
及びその年間予定使用量

8 使用済み燃料の処分の方法

表１　原子炉設置許可申請書（本文）の記載項目

（原子炉等規制法第23条　実用炉則第 2条）

ごぞんじですか？
原子炉設置（変更）許可申請書
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その補足的説明的な内容が細かく記載されていま

す。これらの記載項目は、原子炉等規制法と同法

律の規定を実施するための規則である「実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下「実

用炉則」）」により定められています。

例えば、本文の「 5．原子炉およびその付属施

設の位置、構造および設備について」の場合、「原

子炉施設の位置」「原子炉施設の一般構造」「原子

炉本体の構造及び設備」など10項目に細分化され

ます。さらに、「原子炉施設の位置」の項目につ

いて見ていくと「敷地の面積及び形状」「敷地内

における主要な原子炉施設の位置」という感じで、

細分化された内容が記載される形になります。

３．２　変更許可の申請

３．１の本文及び添付書類に基づき原子炉設置

許可申請を行った後、申請した内容に変更が生じ

た場合には「原子炉設置変更許可申請書」により

変更申請を行うことが必要になります。

実際の変更許可の申請について、日本原子力発

電の東海発電所を例に見ていきたいと思います。

東海発電所は、1959年に「東海発電所原子炉設置

許可申請書」及び「東海発電所原子炉設置許可申

請書 添付書類」を内閣総理大臣に提出し申請を

行いました。同年12月14日に設置許可が下り、そ

の後、1965年 5 月に初臨界に到達し、1998年 3 月

31日まで運転が行われ、現在は、解体と廃止に向

けた作業が進んでいます。

東海発電所の設置許可申請が1959年に行われて

から、運用を停止するまでの約27年間に申請され

た変更許可申請が表３のとおりです。

記載内容に変更がある都度、No. 2 の資料のよ

うに当該の変更個所を明示して、申請を行います。

しかし、なかには、No. 3 のように、1967年 9 月

26日に作成されたその当時の完全版の申請書に、

No. 2 の中身を反映させて一つの申請書としてま

とめられている資料もあります。その際、作成日

は、図１のように複数記載されることがあります。

東海発電所の原子炉は 1基のみですが、発電所

によっては複数の原子炉が存在し、 1号機～ 6号

機、あるいは 1号機と 4号機～ 6号機という形で

複数の原子炉をまとめて申請する場合もありま

す。

変更回数が多いことや、変更箇所を反映した資

料が作成されることに加え、このまとめて申請が

資料をより複雑なものにしています。

変更に伴い変更申請がされることは先に述べま

した。しかしこれらは、解体や廃止をする時も同

じで、解体時に提出される解体届も、解体方法や

工事工程の変更や核燃料物質で汚染された物の処

分の方法の変更といった内容的なものから、代表

者氏名の変更といった形式的なものまでが対象と

なり、数多くの変更が行われることになります。

東海発電所の解体届は、2001年10月 4 日に提出

されていますが、同年10月31日の一部補正を皮切

りに、2002年 3 月、 5 月、12月、2003年 3 月、 9

月、2004年 4 月、 7月、 9月といった感じで、現

在も引き続き補正や変更が続いております。また、

解体に伴い原子炉の状態も変わってくることか

No 項 目 名

1 原子炉の使用の目的に関する説明書

2 原子炉の熱出力に関する説明書

3
工事に要する資金の額及び調達計画を記載した
書類

4
原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を
記載した書類

5
原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力
に関する説明書

6
原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、
地震、社会環境等の状況に関する説明書

7
原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点か
ら20km以内の地図

8 原子炉施設の安全設計に関する説明書

9
核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された
物による放射線の被曝管理並びに放射性廃棄物
の廃棄に関する説明書

10

原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、
地震、火災等があった場合に発生すると推定さ
れる原子炉の事故の種類、程度、影響等に関す
る説明書

表２　原子炉設置許可申請書（添付書類）の記載項目

（原子炉等規制法第23条　実用炉則第 2条 2項）
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ら、原子炉設置変更許可申請も途中で行われます。

このように、原子炉設置（変更）許可申請書は、

設置から廃止までの間に数多くの申請が繰り返さ

れることから、最新の状態を把握するのが非常に

難しい資料でもあります。

４．原子炉設置許可申請書以外の関連資料

原子力発電所を設置する場合、地点選定、計画

段階、建設段階、運転段階、廃止措置段階を経る

ことになります。その段階ごとに、事業者は国に

対して書類や申請書を提出することが義務付けら

れていて、原子炉設置（変更）許可申請書以外にも

様々な資料が作成されて国へと提出されます。ま

た、審査結果などに関する文書も多く作成されて

います。

４．１　地点選定

原子力施設を設置しようとする事業者は、立地

可能性調査を行うとともに、環境影響評価法に基

づきその立地による周辺環境への影響を調査し、

評価することが求められます。放射線による影響

は、原子炉等規制法により評価するため、環境影

響評価法からは除かれています。環境影響評価で

は「環境影響評価方法書」「環境影響評価準備書」

「環境影響評価書」が作成されて環境大臣に提出

され、環境審査が行われます。

４．２　計画の段階

事業者により許認可申請書が経済産業大臣に提

出され、安全審査が行われます。安全審査が完了

すると、各省庁では、その審査結果について原子

力委員会及び原子力安全委員会に諮問します。こ

図１　原子炉設置変更許可申請書の表紙（サンプル）

No 作成日 資 料 名

1
1968年 4 月12日 東海発電所原子炉設置変更

（1964年 9 月18日） 許可申請書（一部補正）

2 1968年 9 月 3 日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書の一部補正

3
1968年 9 月 3 日 東海発電所原子炉設置変更

（1967年 9 月26日） 許可申請書（一部補正）

4 1971年10月26日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書

5 1972年 1 月24日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書（添付書類）の一
部補正

6 1972年 3 月25日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書届出書

7 1977年 3 月11日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書（本文）

8 1977年 3 月11日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書（添付書類）

9 1977年 4 月11日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書（原子炉施設の
変更）の一部補正

10
1977年 4 月11日 東海発電所原子炉設置変更

（1977年 3 月11日） 許可申請書本文（一部補正）

11
1977年 4 月11日

東海発電所原子炉設置変更

（1977年 3 月11日）
許可申請書添付書類（一部
補正）

12 1982年 2 月16日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書（原子炉施設の
変更）

13 1982年 3 月25日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書（原子炉施設の
変更）の一部補正

14 1986年 5 月15日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書（原子炉施設の
変更）（本文及び添付書類）

15 1990年 3 月22日
東海発電所原子炉設置変更
許可申請書（原子炉施設の
変更）（本文及び添付書類）

表３　東海発電所の設置変更許可
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の際、原子力委員会及び原子力安全委員会に提出

される文書が「安全審査書」となります。

計画段階では、経済産業省主催による公開ヒア

リング（第一次）や、原子力安全委員会主催による

公開ヒアリング（第二次）も行われます。公開ヒア

リングに関する資料も、ホームページなどで公開

されています。

また、電気事業者は、電気事業法に基づき「事

業許可」を受けていますが、発電所を新しく設置

若しくは増設する場合には電気事業法第 9条に基

づき「電気工作物変更許可申請書」による電気工

作物変更許可申請が必要となります。

４．３　建設段階

原子炉等規制法に基づく原子炉設置許可と電気

工作物変更許可が得られたら、事業者は、工事計

画認可を得るため「工事計画認可申請」を経済産

業省に提出します。工事計画認可とは、機器の製

作・据付などの本格的な建設工事を開始するため

に原子力発電所の詳細設計内容について認可を受

けることです。

工場認可後、国は「燃料体検査」「溶接安全管

理検査」「使用前検査」を行います。事業者はそ

の後「保安管理規定可」申請を行います。保安管

理規定は、中身に変更がある都度、変更申請を行

う必要があります。

また、事業者は、運転開始にあたって原子炉施

設の運転に関し、保安のために守るべき事項を定

めた「保安規定認可申請」を経済産業大臣に申請

する必要があります。保安規定を変更した場合は、

変更の認可が必要になります。

使用前検査では、電気工作物の工事計画の認可

または届出があったものについて、その工事計画

との適合性、技術基準との適合性を確認します。

検査に合格すると使用前検査合格証が交付されま

す。

溶接安全管理検査では、その溶接が、経済産業

大臣の指定安全管理審査機関が行う溶接安全管理

審査に合格する必要があると定められている。

燃料体検査とは、原子炉で使用される燃料体に

ついて、経済産業大臣の検査を受ける必要があり

ます。まず、経済産業大臣へ設計認可申請書を提

出し、経済産業大臣の認可を受けます。燃料体設

計認可を受けた後、燃料体検査として、燃料体検

査申請や燃料体検査報告書が作成され、全ての検

査に合格した後に、燃料体検査合格証が交付され

ます。

４．４　運転の段階

事業者は、定期安全管理検査の結果を国に報告

する義務がありますが。それに基づき、定期安全

審査が行われます。また、国は「定期検査」「保

安検査」「立入検査」を行います、その結果を文

書として作成します。また、事故・トラブルが生

じた場合は、その報告が義務付けられています。

定期検査は、経済産業大臣に定期検査申請書を

提出し、検査を受ける必要があり、約 1年に一回

定期検査を行っています。

４．5 廃止措置の段階

事業者は、原子炉施設の運用中止し解体する際

に「廃止措置の認可申請」（旧解体届）を、解体後

に、事業を終える際に「廃止措置終了の確認の申

請」（旧廃止届）提出することが必要となります。

５．許可申請書の閲覧・入手

現在、国立国会図書館、原子力資料公開セン

ター、原子力ライブラリ、各電力会社の情報管理

コーナーなどで原子炉設置（変更）許可申請書や安

全審査書の閲覧や複写ができます。また、各原子

力発電所が所在している県とその県立図書館にも

原子炉設置（変更）許可申請書は送付されており、

県立図書館で図書として所蔵しているところもあ

ります。

国立国会図書館、原子力公開資料センター、原

子力ライブラリが所蔵する原子炉設置（変更）許可

申請書は表４のとおりです。また、各機関では、

原子炉設置（変更）許可申請書以外にも安全審査書

や関連する書類を許認可資料として所蔵していま

す。
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なお、表４で示している検索結果は、OPACな

どの検索結果を用いていますが、実際の所蔵数の

相違とともに、各機関で資料の整理方法が異なる

ことからも件数にバラツキがあります。あくまで

も目安の件数として参照ください。

それでは次に、泊発電所の検索結果の画面とと

もに、各機関について簡単に説明していきたいと

思います。

５．１　国立国会図書館

国立国会図書館は、1973年10月から寄贈で原子

炉設置（変更）許可申請書等を受け入れています。

NDL-OPACで検索が可能です。国立国会図書館

のリサーチ・ナビの中でも検索方法が紹介されて

いるように、許認可申請書を検索する場合は「タ

イトル」に発電所名を入力して検索を行うことが

できます3）（図２）。

検索する上で注意すべきことは、図２のように

NDL-OPACで発電所名により検索した場合、許

認可申請書以外の資料も検索されてしまう点で

す。なお、1988年 2 月以降に受け入れている申請

書については請求記号にY991が付与されて整理

されていますので請求記号欄に「Y991－＊」と

入力して検索すると原子炉設置（変更）許可申請書

に絞り込んで検索することが可能です。

また、原子力発電所の場合は、発電所名から検

事 業 者 発 電 所
原　子　力 原子力公開
ライブラリ 資料センター

国立国会図書館

北海道電力 泊（ 1～ 3号機） 17 10 17

東北電力 女川（ 1～ 3号機） 27 36 34

東北電力 東通 8 4 8

東北電力 巻 1 0 1

東京電力 福島第一（ 1～ 6号機） 27 94 77

東京電力 福島第二（ 1～ 4号機） 24 46 36

東京電力 柏崎刈羽（ 1～ 7号機） 35 52 45

東京電力 東通 8 3 11

中部電力 浜岡（ 1～ 5号機） 47 69 64

北陸電力 志賀（ 1～ 2号機） 21 12 13

関西電力 美浜（ 1～ 3号機） 26 89 61

関西電力 大飯（ 1～ 4号機） 40 41 53

関西電力 高浜（ 1～ 4号機） 32 66 57

中国電力 島根（ 1～ 3号機） 28 52 52

中国電力 上関 4 0 4

四国電力 伊方（ 1～ 3号機） 28 48 40

九州電力 玄海（ 1～ 4号機） 33 66 52

九州電力 川内（ 1～ 3号機） 21 35 28

電源開発 大間 16 5 15

日本原子力発電 東海 5 20 21

日本原子力発電 東海第二 24 32 35

日本原子力発電 敦賀（ 1～ 4号機） 35 50 63

日本原子力研究開発機構 ［新型転換炉］ふげん 0 36 13

日本原子力研究開発機構 ［高速増殖炉］もんじゅ 1 23 15

表４　原子炉設置（変更）許可申請書の所蔵件数

（2011年10月12日現在。筆者調べ）
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索が容易に行えますが、大学や研究所の実験炉・

研究炉の場合、大学名などで検索を行うと他の直

接関係しない資料まで検索されてしまいます。そ

の場合は、タイトルに「申請書」、出版者に「事

業者（大学）名」を入力して検索をすれば、検索の

精度が高まります。しかし、古い申請書の場合は、

当時の事業所名で検索する必要があります。

５．２　原子力公開資料センター

原子力資料公開センターは、原子力委員会・原

子力安全委員会会議資料、原子力施設許認可申請

書類、事故報告書等、行政省庁の原子力公開資料

を閲覧、複写することができます4）。

原子力公開資料センターが所蔵する資料は、

「入手月別の検索」「分類別の検索」「キーワード

検索」の三つの方法で検索が可能です。

分類別の検索は、ディレクトリ型になっていて、

原子力施設等設置許認可申請書類関連という項目

のもと、「許認可申請書・一部補正」「施工認可申

請・一部補正」「使用前検査書類、その他」の 3

種類のカテゴリに分けられています。

原子力公開資料センターは、国立国会図書館よ

り多くの許認可資料を所蔵しており、さらに全

ページの複写が可能です5）。しかし、遠隔複写に

対応していないため、資料を入手しようとする場

合、直接来館する必要があります。

５．３　原子力ライブラリ

原子力ライブラリは、独立行政法人原子力安全

基盤機構の業務に関する資料のほか、原子力発電

所の許可に係る申請書や運転管理に係る報告書及

び原子力行政関係の審議会資料を中心に公開して

います6）。

原子炉設置（変更）許可申請書は、実用発電用原

子炉を中心に、1971年以降に申請があったものを

所蔵しています。また、原子炉設置（変更）許可申

請書以外にも、許認可申請関係資料というカテゴ

リで「第一次公開ヒアリング関係報告書」「安全

審査書」も所蔵しています。

発電所別にディレクトリ検索を行うことができ

ます。「原子炉設置（変更）許可申請書」で発電所

図３　分類別の検索結果

図２　NDL－OPACの検索結果

図４　カテゴリごとの検索結果
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から「泊」を選択すると図４の検索結果が表示さ

れます。

検索結果では、タイトル、申請者・申請日に加

え、許可年も記載されています。所蔵されている

資料は、原子力ライブラリ内で閲覧・複写も可能

です。

６．許可申請書の利用上の注意点

原子炉設置（変更）許可申請書は、原子炉施設

についての情報を知る上で有意義な資料です。し

かし、図書のように通常の市販ルートを経た刊行

物ではなく、国に申請するために一定部数だけ作

成され、特定の機関にのみ頒布される、いわば灰

色文献です。 5章で紹介した各機関が入手を寄贈

に頼っているように、一つの機関で網羅的に収集

されていないため、全部の道筋を辿る場合、複数

の機関を利用する必要があります。また、編集過

程でのチェックが十分行われておらず、乱丁など

の体裁に不備が見受けられる資料もあります。

最近、利用が多い福島第一の原子炉設置（変更）

許可申請書は、当初は「福島発電所」で申請され

ていました。タイトルに第一がついていませんの

で、検索の際は、注意が必要となります。

変更という点では、資料のタイトルが「一部補

正」となっていても現物資料が変更部分の資料の

場合もあれば、変更部分も含めた資料全体が提出

される場合もあります。これらは目録上の情報だ

けで判断するのは困難です。

また、申請は、申請時の施設名でされることか

ら合併・統合などによって組織が変わった場合、

新組織が再度申請することになり、タイトルや作

成元が異なっている場合もあります。

そして、申請書は設置許可から、変更、廃炉ま

での長期間にわたって継続することから、資料の

保存状態や利用状況により、資料の劣化や破損の

懸念もあります（写真２）。

７．おわりに

現在、国内の原子力施設すべての原子炉設置

（変更）許可申請書を網羅的に所蔵し、提供してい

るところはありません。有用な資料であることか

ら、いずれかの機関での網羅的な所蔵が望まれま

す。また、常に変更が繰り返されているという点

でも、加除式のような形をとり、完本の形で最新

状態の資料を閲覧できれば、もっと有意義な資料

になるかもしれません。そのような意味でも、今

後、許認可申請書をデジタル化し、フルテキスト

をweb上で提供することや目録情報やデータの標

準化、原子力施設名だけでなく、原子炉ごとによ

る典拠管理を行うことができるようになれば、資

料利用の利便性が増していくのではないかと考え

られます。
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